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自己株式の取得及び資本準備金の減少に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 18 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の連結子会

社である三菱化学株式会社（取締役社長 冨澤龍一、 以下「ＭＣＣ」）及び三菱ウェルフ

ァーマ株式会社（取締役社長 小峰健嗣、 以下「ＭＰＣ」）からの自己株式の取得及びこ

のための財源確保を主な目的とした資本準備金の減少について決議しましたのでお知らせ

します。 
記 

１．子会社からの自己株式取得について 
（１）目的及び方法 
   ＭＣＣ及びＭＰＣは、株式移転による当社設立に際して割り当てられた当社株式に

ついて、会社法第 135 条第３項の規定により、それぞれ相当の期間に処分すること
を求められております。当社といたしましては、会社法第 156 条第１項及び第 163
条の規定に基づき、両社が保有する当社株式のすべてを自己株式として金銭による

相対取引にて取得することといたします。 
 
（２）取得する自己株式の種類及び総数 
   当社普通株式    434,049,642株 
   （内訳 ＭＣＣ保有分 424,662,290株、ＭＰＣ保有分 9,387,352株）    
 
（３）取得価額の総額 
   別途取締役会で決議することとしております。 
   （参考：平成 18 年 4 月 27 日現在での時価総額  約 3,170億円） 
 
（４）取得時期 
   下記２．（３）に記載の「資本準備金減少の効力発生日」以降となるため、具体的に

は別途取締役会で決議することとしております。 
 
（注） 上記の内容については、平成 18 年 6 月下旬に開催予定の当社第 1回定時株主総会

において、下記２．の「資本準備金の減少」について承認可決されることを条件

といたします。 



２．資本準備金の減少             
（１）目的及び方法       

上記１．の「子会社からの自己株式の取得」のための財源確保を主な目的として、

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、当社の資本準備金を減少させ、その他資本
剰余金に振り替えるものであります。 

 
（２）減少する資本準備金の額 
   資本準備金 504,975,612,590 円のうち、492,475,612,590 円を減少させ、これをその

他資本剰余金に振り替えるものであります。これにより、減少後の資本準備金の額

は、12,500,000,000 円となります。 

なお、減少額は「その他資本剰余金」に振り替わるため、株主資本の総額は変わり

ません。 
 
（３）資本準備金減少の日程（予定） 
   取締役会決議日        平成 18 年 4 月 28 日 

   定時株主総会開催日      平成 18 年 6 月下旬 

   債権者異議申述公告日     平成 18 年 6 月下旬 
 
   資本準備金減少の効力発生日については、債権者異議申述期間満了後の平成 18 年 7

月 31 日を予定しております。 

なお、取締役会での定時株主総会招集の決議は、平成 18 年 5 月 11 日を予定してお

ります。 
 
３．自己株式取得に係る資金手当て 

    上記１．の「子会社からの自己株式取得」に係る資金の手当てについては、ＭＣＣ及び   
ＭＰＣからの配当並びにＭＣＣ及び同社子会社からの借入れにより対応する予定です。 

 
以 上 


